
◎港湾法の一部を改正する法律 
（令和四年一一月一八日法律第八七号）   

一、 提案理由（令和四年一〇月二八日・衆議院国土交通委員会） 

○斉藤国務大臣 ただいま議題となりました港湾法の一部を改正する法律案の提案理由

につきまして御説明申し上げます。 

 港湾は、輸出入貨物の九九・六％が経由する国際サプライチェーンの拠点であり、そ

の周辺地域を含めれば、我が国の二酸化炭素排出量の約六割を占める産業の多くが立地

する地域であります。二〇五〇年カーボンニュートラル及び二〇三〇年度温室効果ガス

四六％排出削減の実現に向けた動きが加速する中、我が国の港湾及び臨海部産業の競争

力の強化並びに脱炭素社会の実現に貢献するため、官民の関係者が連携して計画的かつ

効果的に港湾における脱炭素化に取り組む必要があります。 

 また、一昨年の国際クルーズ船内における感染症の感染拡大により、港湾機能に大き

な支障が生じました。この教訓を踏まえ、感染症の感染拡大等の新たなリスクが発生し

た場合においても港湾機能を確実に維持するため、国が港湾管理者を支援する体制を強

化する必要があります。 

 さらに、地域の交流拠点としての役割を担う港湾の緑地等の老朽化や魅力の低下等に

対応するため、民間の活力を最大限生かして、緑地等の再整備と魅力向上とを効果的に

推進する必要があります。 

 このような趣旨から、この度、この法律案を提案することとした次第です。 

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 

 第一に、官民の連携による脱炭素化の促進に資する港湾の効果的な利用を推進するた

め、港湾管理者が港湾脱炭素化推進計画を作成することができることとするとともに、

同計画の目標を達成するため、港湾管理者が定める区域内における構築物の用途規制を

柔軟に設定することができることとする等の措置を講ずることとしております。 

 第二に、非常災害時に、港湾管理者からの要請に基づいて国が港湾施設の管理を行う

ことができる制度について、その対象となる事象の範囲を、世界的規模の感染症の流行

その他の港湾の機能を著しく損なうおそれのある事象に拡大することとしております。 

 第三に、港湾の緑地等において、カフェ、レストラン等の収益施設を整備するととも

に、当該施設から得られる収益を還元して当該緑地等の再整備を行う民間事業者に対

し、港湾管理者が行政財産である緑地等の貸付けを行うことを可能とする認定制度を創

設することとしております。 

 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 

 以上が、この法律案を提案する理由であります。 

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。 

二、衆議院国土交通委員長報告（令和四年一一月四日） 

○木原稔君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における



審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、我が国における脱炭素社会の実現に資する港湾の効果的な利用を推進すると

ともに、港湾の機能の安定的な維持及び港湾の管理、利用等の効率化を図るため、所要

の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 

 第一に、港湾管理者は、港湾脱炭素化推進計画を作成できることとともに、同計画の

目標達成のため、一定の区域内における構築物の用途規制を柔軟に設定できること、 

 第二に、港湾の行政財産である緑地等において収益施設を整備し、その収益を還元し

て緑地等の再整備を行う民間事業者に対し、緑地等の貸付けを可能とする制度を創設す

ること、 

 第三に、国による港湾施設の管理代行制度が適用される範囲に、世界的規模の感染症

の流行等が発生した場合を追加すること 

などであります。 

 本案は、去る十月二十七日本委員会に付託され、翌二十八日斉藤国土交通大臣から趣

旨の説明を聴取し、十一月二日質疑に入り、同日質疑を終了しました。質疑終了後、討

論を行い、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第

であります。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和四年一一月二日） 

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを

期すべきである。 

一 港湾における脱炭素化の推進には船社等港湾の利用者による取組も極めて重要であ

ることから、水素やアンモニアを動力源とする船舶の利用見込みやこれらによる脱炭

素化の数値目標、効果についても指標として明確化するとともに、これらの船舶の早

期実用化に向け必要となる技術開発への支援にも努めること。 

二 港湾における脱炭素化の推進のため、地方港湾に対しても、港湾脱炭素化推進計画

の策定を促すとともに、事業者が同計画に基づく港湾脱炭素化促進事業により取得す

る荷役機械に対する税制上の措置のみならず、同計画に伴って整備する港湾設備への

補助等の予算措置について検討すること。あわせて、老朽化した港湾施設の更新、周

辺道路の整備、航路の浚渫等、港湾管理に必要な事業に対する支援についても充実を

図ること。 

三 港湾脱炭素化推進計画の実効性確保の観点から、関係事業者の労使双方が港湾脱炭

素化推進協議会の構成員として参画できるよう、港湾管理者に配慮を求めること。 

四 感染症等のリスク発生時における港湾施設の管理代行が円滑に行われ、その機能が

確実に維持されるよう、港湾管理者が要請を行うべき状況を事前に検討し、平常時か

ら連携体制を確立する等十分に備えておくこと。 



五 港湾の緑地等の再整備等における民間事業者の活用に当たっては、都市部から離れ

た港湾にあっても、魅力ある賑わい空間が創出できるよう、アクセス確保の在り方に

ついて検討すること。 

六 港湾の緑地等の再整備における民間事業者の収益の充当に当たっては、同事業者の

意見が十分に反映されるものとなるようにするとともに、認定された港湾環境整備計

画以外の再整備等に関しては、民間事業者の収益を充当することがないよう、港湾管

理者に配慮を求めること。 

三、参議院国土交通委員長報告（令和四年一一月一一日） 

○蓮舫君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における審

査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、我が国における脱炭素社会の実現に資する港湾の効果的な利用を推進す

るため、港湾管理者による港湾脱炭素化推進計画の作成、同計画に基づき分区内の規制

を強化し、又は緩和することができる制度の創設等の措置を講ずるとともに、港湾の機

能の安定的な維持及び港湾の管理、利用等の効率化を図るため、国が港湾施設の管理を

自ら行うことができる制度の拡充、行政財産である緑地等の貸付けに係る制度の創設等

の措置を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、港湾の脱炭素化の推進の在り方、我が国港湾の国際競争力の

強化、港湾緑地の貸付制度における課題等について質疑が行われました。その詳細は会

議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して田村智子委員より本

法律案に反対する旨の意見が述べられました。 

 次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いた

しました。 

 なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。  

○附帯決議（令和四年一一月一〇日） 

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全

を期すべきである。 

一 我が国の産業や港湾の国際競争力強化につなげるため、港湾における脱炭素化の取

組を着実に推進するとともに、国際戦略港湾政策の強化、港湾の技術革新、港湾運営

の諸課題の改善などに早期かつ適切に対応すること。また、港湾における脱炭素化の

推進には船社等港湾の利用者による取組も極めて重要であることから、水素やアンモ

ニアを動力源とする船舶の利用見込みやこれらによる脱炭素化の数値目標、効果につ

いても指標として明確化するとともに、これらの船舶の早期実用化に向け必要となる

技術開発への支援にも努めること。 

二 港湾における脱炭素化の推進のため、地方港湾に対しても、港湾脱炭素化推進計画



の策定を促すとともに、事業者が同計画に基づく港湾脱炭素化促進事業により取得す

る荷役機械に対する税制上の措置のみならず、同計画に伴って整備する港湾施設への

補助等の予算措置について検討すること。あわせて、老朽化した港湾施設の更新、周

辺道路の整備、航路の浚渫等、港湾管理に必要な事業に対する支援についても充実を

図ること。 

特に、水素等の関連施設における安全対策や保安対策については、港湾管理者等と

ともに万全を期すこと。 

三 港湾脱炭素化推進計画の実効性確保の観点から、関係事業者の労使双方が港湾脱炭

素化推進協議会の構成員として参画できるよう、港湾管理者に配慮を求めること。 

特に、脱炭素化への取組や情報通信技術の活用が港湾労働者の雇用・就労に悪影響

を及ぼさないよう関係者間の調整を十分に図ること。 

四 感染症等のリスク発生時における港湾施設の管理代行が円滑に行われ、その機能が

確実に維持されるよう、港湾管理者が要請を行うべき状況を事前に検討し、平常時か

ら連携体制を確立する等十分に備えておくこと。 

五 港湾の緑地等の再整備等における民間事業者の活用に当たっては、都市部から離れ

た港湾にあっても、魅力ある賑わい空間が創出できるよう、アクセス確保の在り方に

ついて検討すること。また、港湾における観光と物流の振興を両立させるため、観光

客の増加によるオーバーツーリズムが物流に悪影響を及ぼさないよう港湾管理者等に

適切な取組を促し、そのために必要な支援を行うこと。 

六 港湾の緑地等の再整備における民間事業者の収益の充当に当たっては、同事業者の

意見が十分に反映されるものとなるようにするとともに、認定された港湾環境整備計

画以外の再整備等に関しては、民間事業者の収益を充当することがないよう、港湾管

理者に配慮を求めること。また、港湾管理者が民間事業者の作成する港湾環境整備計

画の認定を適切に行えるよう、技術的助言やノウハウの提供を行うこと。 

七 気候変動や巨大地震による大規模災害に備えるとともに、災害時に早急な災害復旧

を図れるよう、港湾における防災・減災対策を着実に推進し、そのために必要な国や

港湾管理者の職員の確保に努めること。また、国や港湾管理者が行う港湾工事のため

の調査等を委託した民間事業者に対して立入権限が付与されることについて、港湾区

域内の土地所有者等に十分な周知を図ること。 

右決議する。  

 


